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第１章 はじめに 

本仕様書は、以下に示す業務について、必要な要件を示すものである。 

１．１ 業務名 

医療費通知書等作成及び仕分け業務（以下「本業務」という。） 

１．２ 業務概要 

大阪府国民健康保険団体連合会（以下「本会」という。）システムで出力された「医療費通知書」「後発医

薬品差額通知書」「高額療養費支給申請のお知らせ」（以下「通知物」という。）の PDF ファイルを提供し、通

知物の印刷及び圧着加工後、保険者ごとに仕分けを行い、本会へ納品する。また、「医療費通知書」及び「後

発医薬品差額通知書」の裏面については、本会から提供する文言をもって作成する。 

なお、通知物は国民健康保険被保険者に郵送するため、個人情報の適正な取扱いが必要となる。 

第２章 業務内容等 

通知物の印刷、圧着加工及び仕分けを行い、本会へ納品する。 

２．１ 業務内容 

（１）印刷仕様 

印刷仕様① 

医療費通知書 後発医薬品差額通知書 
高額療養費支給申請

のお知らせ 

用紙サイズ 

９インチ×12 インチ 

A4三つ折 

（封筒サイズ） 

９インチ×12 インチ 

A4三つ折 

（封筒サイズ） 

６インチ×12 インチ 

はがき三つ折 

６インチ×12 インチ 

はがき三つ折 

紙厚等 先糊圧着用紙 厚さ 126ｇ/㎡相当 

印刷内容 

表面・裏面についてはサンプルを参照すること。 

事業者にて拡大調整を行い、サンプル用紙と同等な枠サイズで印刷すること。 

データをそのまま出力すること。 

はがき三つ折サイズについては郵便ハガキとして認められる重さに収めること。 

台紙印刷：１色印刷  通知内容：１色印刷 

※医療費通知書及び後発医薬品差額通知書については、裏面も印刷を行うこと。ただし、

各々で印刷内容は異なる。また、印刷内容については年度途中に変更となる可能性がある。 

※裏面については作成した PDFデータを本会に提出すること。

予定通数 

（※1） 
約 3,200,000通／年 約 12,000通／年 約 18,000通／年 約 800通／年 

（※1）予定通数は過去の実績（令和７年 2 月～令和 8 年 1 月作成分）となるため、通数を保証する

ものではない。（別紙③参照） 
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印刷仕様② 

後発医薬品差額通知書（大阪市） 

用紙サイズ 
６インチ×12 インチ 

はがき三つ折 

紙厚等 先糊圧着用紙 厚さ 126ｇ/㎡相当 

印刷内容 

表面・裏面についてはサンプルを参照すること。 

事業者にて拡大調整を行い、サンプル用紙と同等な枠サイズで印刷すること。 

データをそのまま出力すること。 

郵便ハガキとして認められる重さに収めること。 

台紙印刷：４色印刷  通知内容：１色印刷 

※裏面については、印刷内容が年度途中に変更となる可能性がある。

※裏面については作成した PDFデータを本会に提出すること。

予定通数 

（※1） 
約 20,000通／年 

（※1）予定通数は過去の実績（令和7年2月～令和8年1月作成分、年３回作成）となるため、通

数を保証するものではない。（別紙③参照） 

（２）圧着加工 

①A4三つ折、はがき三つ折の双方共に圧着加工を行うこと。 

②スプロケットホールエリアがある場合は切断すること。 

③圧着強度は郵送時に剥がれない十分な強度を確保すること。 

④透け防止対策等、個人情報の配慮を十分に確保すること。 

（３）仕分け及び納品 

①保険者ごとに出力件数を確認すること。 

②梱包の箱には「通知書名、保険者番号、保険者名、梱包通数、保険者別の箱番号」をラベル等により

表記すること。 

③ファイルごとに仕切りを挿入すること。（別紙①参照） 

④箱詰めの際、箱の上側に【発行番号・ページ番号】がくるように箱詰めをすること。（別紙①参照） 

⑤１保険者ごとに箱詰めすること。 

⑥印刷仕様②については行政区ごとに箱詰めを行うこと。（別紙②参照） 

⑦１箱に梱包する通数は2,000通までとすること。 

⑧少量の場合は封筒に梱包する等、納品通数に応じて梱包方法を変更すること。 

⑨保険者ごとに納品した箱数（封筒数も）、通数及び重量を整理し、一覧で提出すること。 

⑩納品指定日に、本会３階システム管理課へ納品すること。 

⑪梱包の箱が納品時に損傷した場合は交換の対象とすること。 

⑫梱包の箱は、堆積の重みでつぶれないよう十分な強度を確保すること。 
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（４）引渡しデータ 

①CD-R（700MB）で正副２枚構成とする。 

②格納するデータは１保険者ごとに複数存在する。（別紙①参照） 

③データ形式は埋め込み型PDF とし、CSVは提供しない。 

④本会から別途ユニークキーは提供しない。 

⑤媒体は印刷結果とあわせて返却すること。 

⑥ファイルは ZIP化して暗号付与する。 

（５）テストプリント 

①品質確保かつ品質保証のできることが前提となるため、契約後、テストデータに基づき事前印刷を行い、

圧着加工した通知書のテストプリントを各２０部提出すること。

②年度途中でデザイン変更があった場合、校了から約２週間以内に、本会提示の部数のテストプリント品

（圧着加工含む。）を納品すること。

（６）スケジュール 

本会からのデータ提供日は概ね以下のとおりとなるが、詳細な日程については契約後に提示することとする。

作成及び納品については毎月となる。 

また、納品については毎月最終営業日の１営業日前（午前中）とする。（別紙④参照） 

12月については別途調整とするが、データ提供日と納品日が同日となることはない。（別紙③参照） 

なお、4 月作成分については通知物の裏面の作成及び校正等があるため、４月 15 日頃までに校正を完

了のうえテストプリントを提出できるように留意すること。 

内 容 データ提供日（午前を予定） 

医療費通知書 毎月 21日頃 

後発医薬品差額通知書 毎月 22日頃 

高額療養費支給申請のお知らせ 毎月 25日頃 

２．２ 業務体制 

（１）事業者は、本業務を確実に履行できる体制を整えること。 

（２）再作成等が生じた場合、迅速に対応できる業務体制（用紙の在庫確保等を含む。）がとれること。 

（３）情報資産に対する保護体制を整えること。 

（４）印刷業務完了後は、受領したデータを確実に消去することとし、消去した旨の報告書を提出すること。 



5 

第３章 入札要件 

入札について、必要な要件を以下に示す。 

３．１ 入札範囲 

 入札者が入札する範囲は、第２章 業務内容等に示す全ての要件を満たしているものとし、部分入札は認め

ない。 

３．２ 入札内容 

入札書の金額は、第２章2.1業務内容に示す全ての要件を満たす、印刷仕様①、印刷仕様②各々の１通

当たりの費用額（税別）に各々の予定通数を乗じた総額で示すこと。また、各印刷仕様の１通当たりの費用

額（税別）については別途提示すること。 

なお、入札書の金額は、令和８年度の契約金額を保証するものではない。 

【各印刷仕様の１通当たりの費用額（税別）の提示例】 

・印刷仕様① 〇〇円 ※帳票ごとに単価を設定せず、印刷仕様①として単価を統一すること。

・印刷仕様② 〇〇円

第４章 契約条件等 

本業務は、令和７年度大阪府国民健康保険団体連合会第２回通常総会（令和８年２月 25 日（水）

開催予定）における令和８年度予算成立を前提に行う業務で停止条件付きである。４月からの円滑な業務

を実施するため、予算成立前に公募を行うが、予算の成立をみなければ、いかなる効力も発生しない。 

4．１ 契約方法 

（１）すべての契約については、事業者を窓口（契約先）とする。 

（２）契約については、一般競争入札に基づき、令和８年度（契約日は4月１日以降）に契約を行う。 

（３）契約については、1通あたりの単価契約とする。 

4．2 履行期間 

契約締結日から令和９年３月31日まで 

4．3 契約担当 

大阪府国民健康保険団体連合会 

管理部 システム管理課 共同処理係 

Ｔ Ｅ Ｌ：０６－６９４９－５３２９ 

電子メール：system@osaka.kokuhoren.jp 
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第５章 その他 

その他の留意事項等について以下に示す。 

5．１ 留意事項等 

（１）事業者は、各種法令及び本会の定める規則等を遵守し、誠実に業務を遂行すること。 

（２）事業者は、作業にあたっては、法令の定めるところに従い、事故・盗難等の防止に万全を期すること。 

（３）本業務における再委託契約については、所定の手続きにより報告するものとし、再委託先によるリスクは

全て事業者の責とする。

（４）本会の職員が事業者に対し、常時、契約履行状況に関する調査を行える体制とすること。 

（５）本会から業務改善を指摘された場合は、協議のうえ事業者は速やかに対処しなければならない。また、そ

の経過及び改善対策方法の報告書を作成し、指定された期日までに提出しなければならない。 

（６）事業者は、本会から提供を受けた個人情報を含む一切の情報を第三者に漏らしてはならない。 

（７）事業者は、本業務の実施に当たり本仕様書に記載のない事項又は疑義が発生した場合は、速やかに

本会と協議を行い、承諾を得たうえで作業を実施すること。

（８）本会に提出したデータについては、本会の帰属とする。 

（９）納品先である中央大通り FN ビルの荷捌き場所を使用する際は、２トントラック１台までとする。 

5．2 質問受付 

本仕様書に関する質問については、第４章 4.3契約担当まで全て電子メールにて問い合わせること。 

なお、締切は令和８年３月5日（木）午後３時までとし、それ以後は一切受け付けない。 

電子メール：system@osaka.kokuhoren.jp 

件名：【医療費通知書等作成及び仕分け業務に関する質問事項の件（社名）】 



別紙① 仕分け及び納品等について 

1 

１ 医療費通知書 

（１） データの種類について

１保険者につき最大５ファイル。作成束ごとに付番(1～5)されており、ファイル名に挿入したう

えでデータの引渡しを行う。保険者により作成されない束もあるため、その場合は欠番となる。

※引渡しデータ例（最大５ファイル）

（２） 印刷及び梱包について

印刷及び梱包については、保険者単位で作成束の番号順に行い順番が前後しないように留

意すること。梱包する際、別のファイルの印刷物と混在しないようファイルごとに仕切りを挿入する

こと。仕切りについては、梱包開封時に明確に判断できるようであれば材質等問わないこととす

る。（また年度途中で変更が生じた場合は別途指示に従うこと。）

（梱包イメージ） 

保険者番号 作成束番号 

保険者番号 

仕切り 

【作成束番号】内訳 

1：引抜分 

2：不作成分 

3：その他分 

4：外字空白分 

5：通常分 
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（３） 発行番号及びページ番号について

発行番号については、連続した値となっていない。

ページ番号については、通常１保険者ごとに通し番号が振られているが、医療費通知書におい

ては圧着加工を行う束以外のデータが存在する（データ引き渡しは行わない）ことから、同保

険者であってもファイルをまたぐ場合、通し番号となっていない。

発行番号 ページ番号 
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（４） 箱詰めについて 

箱を開封した際、通知物を取り出さずとも【発行番号・ページ番号】が確認しやすい用に、【親

展】側が下側、【発行番号及びページ番号】側が上側になるように箱詰めを行うこと。 

 

 

箱の上側（蓋側） 

 

箱の下側（底側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行番号・ページ番号 



  

4 

 

２ 後発医薬品差額通知書 

 

（１）データの種類について 

１保険者につき最大 3 ファイル。作成束ごとに付番（1～３）されており、ファイル名に挿入し

たうえでデータの引渡しを行う。保険者により作成されないファイルもあるため、その場合は欠番と

なる。 

 

（２）印刷及び梱包について 

印刷及び梱包については、保険者単位で作成束の番号順に行い、順番が前後しないように留

意すること。梱包する際、別のファイルの印刷物と混在しないようファイルごとに仕切りを挿入する

こと。 

仕切りについては、梱包開封時に明確に判断できるようであれば材質等問わないこととする。 

（また年度途中で変更が生じた場合は別途指示に従うこと。） 

 

（梱包イメージ） 

 

 

※ 後発医薬品差額通知書における帳票タイプについて 

ファイル名 帳票タイプ 

KDKI0013 Ａ4 

KDKI0022 ハガキ 

 

 

 

保険者番号 

仕切り 

仕切り 

【作成束番号】内訳 

1：その他分 

2：外字空白分 

3：通常分 

 

A4 タイブ 

ハガキタイブ 
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３ 高額療養費支給申請書のお知らせ 

（１）データの種類について 

１保険者につき最大４ファイル。作成束ごとに付番されており、ファイル名に挿入したうえでデー

タの引渡しを行う。作成されない束もあるため、その場合は欠番となる。

（２）印刷及び梱包について 

印刷及び梱包については、保険者単位で作成束の番号順に行い順番が前後しないように留

意すること。梱包する際、別のファイルの印刷物と混在しないようファイルごとに仕切りを挿入する

こと。仕切りについては、梱包開封時に明確に判断できるようであれば材質等問わないこととす

る。（また年度途中で変更が生じた場合は別途指示に従うこと。） 

（梱包イメージ） 

保険者番号 

仕切り 

【作成束番号】内訳 

1：その他分 

2：死亡・転出分 

3：外字空白分 

４：通常分 
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仕分けの参考情報として、各通知書に対し「枚数一覧.xlsx」を PDF ファイルが格納された CD-R へ

同梱する。 

（例）医療費通知書 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 

（１）データの種類について 

データの種類については、別紙① 「2 後発医薬品差額通知書」と同様となる。  

※引渡しデータ例 

 

※各 PDF は、大阪市分として集約されており、区ごとの出力ではない。 

 

（２）印刷及び梱包について 

     大阪市分の印刷及び梱包については、区ごとに行うこと。 

梱包順は、作成束番号の【３：通常分→２：外字空白分→１：その他分】の順で行うこと。 

※大阪市以外については、【１：その他分→２：外字空白分→３：通常分】の番号順。 

区ごとの箱詰めには、差額通知書記載の発行番号を参照すること。（下記参照） 

 

  

後発医薬品差額通知書【大阪市分】の箱詰め及び納品等について

（例） 

 

別紙② 

※カスタマーバーコード記載あり 

作成束番号 保険者番号 

※発行番号は区ごとの保険者番号（前 8 ケタ）ごとに 

1 から採番されるが、一部削除を行うこともあるため 

必ずしも通し番号とはなっていない。 

（番号がとぶ可能性がある。） 

 

※同一人物に 2 枚以上の発行があるものについては、 

発行番号は同一で右側に更に付番がされる。 

（例） 00274019-4300612-0000004 1 

00274019-4300612-0000004 2  

発行番号 

00274019—4300612—0000004 

１ 
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・・・・・・・・・ 

●通常分のファイル 

00274019-4300723-0000007 

00274019-4300723-0000008 

・・・ 

00274027-4300723-0000001 

00274027-4300723-0000002 

・・・ 

00274266-4300723-0000001 

00274266-4300723-0000002 

●外字空白分のファイル 

00274019-4300723-0000003 

00274019-4300723-0000004 

・・・ 

00274027-4300723-0000001 

00274027-4300723-0000002 

・・・ 

00274266-4300723-0000001 

00274266-4300723-0000002 

・・・ 

00274019-4300723-0000005 

00274019-4300723-0000006 

・・・ 

00274027-4300723-0000001 

00274027-4300723-0000002 

・・・ 

00274266-4300723-0000001 

00274266-4300723-0000002 

00274027（大阪市都島区） 

のみを集約し箱詰めを行う 

・・・・・・・・・ 

●その他分のファイル 

00274019-4300723-0000001 

00274019-4300723-0000002 

・・・ 

00274027-4300723-0000001 

00274027-4300723-0000002 

・・・ 

00274266-4300723-0000001 

00274266-4300723-0000002 

00274266（大阪市西成区） 

のみを集約し箱詰めを行う 

00274019（大阪市北区） 

のみを集約し箱詰めを行う 

※梱包する際、別のファイルの印刷物と混在しないようファイルごとに仕切りを入れること。 

（また年度途中で変更が生じた場合は別途指示に従うこと。） 



3 

 

 

 

大阪市分については、区ごとに印刷・梱包を行うこと。 

ただし、各 PDF は大阪市分として集約されており、区ごとの出力ではないため参考情報として 

「大阪市_差額通知帳票別_区別枚数一覧.xlsx」を PDF ファイルが格納された CD-R へ同梱する。 

 

（例１） 

 

（例２） 

 

 



別紙③ 通知書等作成実績

令和7年2月 令和7年3月 令和7年4月 令和7年5月 令和7年6月 令和7年7月 令和7年8月 令和7年9月 令和7年10月 令和7年11月 令和7年12月 令和8年1月 合計 平均

通知書納品日 2/27 3/28 4/28 5/29 6/27 7/30 8/28 9/29 10/30 11/27 12/25 1/29

データ提供日 2/20 3/21 4/21 5/21 6/20 7/22 8/20 9/22 10/21 11/20 12/19 1/21

医療費通知書 329,782 189,194 269,789 243,982 276,013 235,121 284,867 230,496 267,473 227,857 284,241 246,333 3,085,148 257,096

データ提供日 2/21 3/24 4/22 5/22 6/23 7/23 8/21 9/24 10/22 11/21 12/22 1/22

後発医薬品差額通知書
はがきタイプ

※大阪市（はがき）は含まない

4,910 771 104 1,449 779 1,928 1,235 1,025 2,115 826 52 979 16,173 1,348

後発医薬品差額通知書
Ａ４タイプ

1,660 246 3 2,602 946 120 372 2,279 873 198 93 1,735 11,127 927

後発医薬品差額通知書
大阪市(はがき)

15,309 0 0 0 6,272 0 0 0 6,078 0 0 0 27,659 9,220

データ提供日 2/26 3/27 4/25 5/27 6/25 7/28 8/26 9/26 10/27 11/26 12/24 1/27

高額療養費支給
申請のお知らせ

56 57 48 56 65 60 62 54 55 50 54 54 671 56

合計 336,408 190,268 269,944 248,089 277,803 237,229 286,536 233,854 270,516 228,931 284,440 249,101 3,113,119 259,427

2,275



2026年 4月28日

5月28日

6月29日

7月30日

8月28日

9月29日

10月29日

11月27日

12月25日

2027年 1月28日

2月25日

3月30日

※納品日の変更があった場合は、本会の指示に従うこと。

別紙④     令和８年度　納品予定日
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●休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の
高い患者さんを受け入れるためのものです。休日や夜
間に受診しようとする際には、平日の時間内に受診する
ことができないのか、もう一度考えてみましょう。

●夜間・休日にお子さんの急な病気で心配になったら、
まず、小児救急電話相談（＃8000）の利用を考えましょ
う。小児科の医師や看護師からお子さんの症状に応じ
た適切な対処の仕方などのアドバイスが受けられます。
※小児救急電話相談が利用できる時間はお住まいの自治体によって
異なります。

●かかりつけの医師を持ち、気になることがあったらまず
はかかりつけの医師に相談しましょう。

●同じ病気で複数の医療機関を受診することは、控え
ましょう。医療費を増やしてしまうだけでなく、重複する
検査や投薬により、かえって体に悪影響を与えてしまう
などの心配もあります。今受けている治療に不安など
があるときには、そのことを医師に伝えて話し合ってみ
ましょう。

●薬が余っているときは、医師や薬剤師に相談しましょう。
（薬のもらいすぎに注意しましょう。）

●薬は飲み合わせによっては、副作用を生じることがあり
ます。お薬手帳の活用などにより、既に処方されている
薬を医師や薬剤師に伝え、飲み合わせには注意しま
しょう。

　ジェネリック医薬品は、先発医薬品と同等の効能効果を
持つ医薬品です。
　先発医薬品よりも安価で、自己負担額の軽減につながり
ます。希望する場合は、医師や薬剤師にご相談ください。
※窓口でお支払いいただく患者負担金は、お薬の費用のほか、調剤料
などが加わります。

国保についての お知らせとお願い
国民健康保険は皆さんの保険料で賄われています。
大切な保険料を有効活用し健全な保険財政となるよう、ご理解とご協力をお願いします。

医療機関への受診にあたって

施術には、健康保険を「使えるもの」と「使えないもの」があります。
【接骨院・整骨院など（柔道整復師）】
保険が使えるもの
・骨折、脱臼、打撲および捻挫（「肉ばなれ」を含む）の
症状で施術を受けるとき（※）
※骨折および脱臼は、応急の場合を除き医師の同意が必要です。

（注）単なる肩こりや筋肉疲労などは健康保険が使えません
【鍼灸院など（はり師、きゅう師）】
保険が使えるもの
・医師の同意書等を得た、神経痛、リウマチ、頸腕症候群、
五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症など（※）
※保険医療機関で同一疾病を治療中の場合は使えません。

（注）上記以外は原則として健康保険が使えません
【マッサージ院など（あん摩マッサージ指圧師）】
保険が使えるもの
・医師の同意書等を得た、筋麻痺・筋萎縮・関節拘縮等、医療上の
マッサージを必要とする症例。例えば、筋麻痺、片麻痺に代表され
るような麻痺の緩解措置としての医療マッサージ。あるいは、関節
拘縮や筋萎縮が起こり、その制限されている関節可動域の拡大を
促し、症状の改善を図る変形の矯正を目的とした医療マッサージ。

（注）上記以外は原則として健康保険が使えません
施術月ごとに作成される「療養費支給申請書」は、内容を確認のうえ、
原則、患者さん自身で署名し、領収書は必ず受け取り保管してください。

接骨院・整骨院・鍼灸院・マッサージ
院等の施術を受けられる方へ

後発医薬品をご存知ですか？
（ジェネリック医薬品）

※濡れている場合は十分に乾かしてから開いてください。　ここからていねいにお開けください。

医療費の額の欄は、病院や診療所等でお支払いされた額ではなく、
医療費の総額（10割）を表示しています。病院、診療所、薬局から
請求される診療報酬等点数に単価（10円）を乗じて金額表示して
います。
なお、保険適用外の費用（入院時の室料差額や歯科の材料費差額
など）については医療費に含まれません。
病院や診療所等からの請求が遅れる場合等があるため、同じ月に
受診しても今回のお知らせに表示されないことがあります。
患者負担額の欄は、医療費に下表の負担割合を乗じた額に相当す
る額及び入院時の食事（生活）療養費の標準負担額を表示してい
ます。なお、国や市町村の助成を受けた場合等は、異なることが
あります。また、四捨五入の関係等により、実際に窓口でお支払
いいただいた額とは異なる場合があります。医療費控除の確定
申告に使用する場合は、内容をご確認の上、必要に応じて実際に
窓口で支払った額に訂正して申告してください。

日数欄は1か月間での受診等の日（回）数及び食事の回数を表示
しています。なお、電話で症状の問い合わせや相談をされた場合
も「通院の日数」に加えられることがあります。また、入院時の外泊
期間についても「入院の日数」に加えられます。
入外区分欄については、下表のとおりです。

医療機関等の名称について、あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう
療養費の場合などに一部表示されていない場合があります。確定
申告に利用する場合には、ご自身で医療機関等の名称を追記の
上、申告してください。
医療費控除の申告に関することは、税務署にお問い合わせくだ
さい。

　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」なら、
金額等を入力するだけで、自動計算で、医療費控除を適用した
申請書の作成・e-Taxによる送信ができます。

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

義務教育就学前
義務教育就学後～70歳未満
70歳以上（一般・低所得）
70歳以上（現役並み所得）

2割
3割
2割
3割

【表】

【表】
入外区分
1
3
5
7

内容
医科入院
歯科

訪問看護
療養費

入外区分
2
4
6
空白

内容
医科通院
調剤
柔整等

食事（生活）療養費

～国税庁からの確定申告に関するお知らせ～
確定申告はご自宅からスマホとマイナンバーカードでe-Tax！
医療費控除の確定申告は、マイナポータル連携が便利です！

裏
C
裏



様

被保険者記号・番号

受診
受診者氏名 医療機関等の名称

入外
入院

医療費の額 患者負担額
通院

年月 区分 柔整
の日数

親展

医 療 費 の お 知 ら せ

備考

9 9 9 9 9 9 9

郵便区内特別 05年

05年

05年

05年

05年

05年

05年

05年

05年

05年

05年

05年

05年

05年

05年

05年

05年

05年

05年

    

11月

11月

11月

11月

11月

11月

11月

11月

11月

11月

11月

11月

11月

11月

11月

11月

11月

11月

11月

    

506060000340 0000001

住所２５文字＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊市

＊＊＊＊＊＊部

＊＊＊＊＊＊課

＊＊＊＊＊＊係

9999-99-9999

        9,999

          999

          999

          999

          999

          999

          999

          999

          999

          999

          999

          999

          999

          999

          999

          999

          999

          999

          999

        9,999

        9,999

          999

          999

          999

          999

          999

          999

          999

          999

          999

          999

          999

          999

          999

          999

          999

          999

          999

          999

       99,999

  9

  9

  9

  9

  9

  9

  9

  9

  9

  9

  9

  9

  9

  9

  9

  9

  9

  9

  9

 99

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

医療機関名３０文字＊＊＊＊＊＊

医療機関名３０文字＊＊＊＊＊＊

医療機関名３０文字＊＊＊＊＊＊

医療機関名３０文字＊＊＊＊＊＊

医療機関名３０文字＊＊＊＊＊＊

医療機関名３０文字＊＊＊＊＊＊

医療機関名３０文字＊＊＊＊＊＊

医療機関名３０文字＊＊＊＊＊＊

医療機関名３０文字＊＊＊＊＊＊

医療機関名３０文字＊＊＊＊＊＊

医療機関名３０文字＊＊＊＊＊＊

医療機関名３０文字＊＊＊＊＊＊

医療機関名３０文字＊＊＊＊＊＊

医療機関名３０文字＊＊＊＊＊＊

医療機関名３０文字＊＊＊＊＊＊

医療機関名３０文字＊＊＊＊＊＊

医療機関名３０文字＊＊＊＊＊＊

医療機関名３０文字＊＊＊＊＊＊

医療機関名３０文字＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

氏名　テスト

氏名　テスト

氏名　テスト

氏名　テスト

氏名　テスト

氏名　テスト

氏名　テスト

氏名　テスト

氏名　テスト

氏名　テスト

氏名　テスト

氏名　テスト

氏名　テスト

氏名　テスト

氏名　テスト

氏名　テスト

氏名　テスト

氏名　テスト

氏名　テスト

合計

                                            １１１１１          

料金別納
郵便

住所２５文字＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

氏名　テスト

02

令和06年06月19日

＊＊＊＊＊
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郵

便

は

が

き ジェネリック医薬品の使用で、
薬にかかる個人負担が軽くなる
　ジェネリック医薬品は、新薬と同じ有効成分を使用
し、開発費用が抑えられるので低価格。
　医療の質を落とさずに個人の負担を軽くでき、家
計をサポートします。
　複数のお薬の服用や長期服用が必要な場合などは
効果的です。

さまざまな病気・症状に対応

　高血圧や糖尿病のほか、さまざまな病気や症状
に対するお薬が揃い、カプセル・錠剤・点眼剤など
形態も多彩。
　新しい技術で、味や飲み易さ、使用感が改良さ
れたものもあります。
（※）すべてのお薬にジェネリック医薬品があるわけではありません。

裏面の端からお開けいただくと「ジェネリック医薬品（後発医薬品）」の
メリットや特徴もご紹介しております。

お知らせ内容がご覧になれます。
※濡れている場合は十分に
　乾かしてから開いてください。　ここからていねいにお開けください。

ジェネリック医薬品の使用で、
医療費を有効活用。

　患者さんのお薬代を軽減することで、日本全体
の医療費を効率化することができます。
　さらに、効率化できた医療費を有効活用し、新し
い医療技術や新薬に向けることが可能となります。

ジェネリック医薬品は
国の厳しい審査をクリア
　ジェネリック医薬品（後発医薬品）は、新薬（先発医
薬品）の特許が切れた後に製造販売される、新薬と同
一の有効成分を同一量含み、同一の効能・効果（※）
を持つ医薬品のことです。
　新薬と異なる添加剤が使用されることがあります
が、有効性、安全性及び品質について国が厳格な審査
のうえ、製造販売の承認をしているお薬です。
（※）新薬が効能追加を行っている場合など、異なる場合があります。

裏
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裏
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処方実績 ジェネリック医薬品に切り替えた
場合に削減できる自己負担額医薬品名称 自己負担相当額

重 要 親 展
合　　　　計

〒

ジェネリック医薬品に関するお知らせ

　令和０６年１１月に支払われた下記薬剤の自己負担相当額に関しまして、

0 0 0 9 9 9 9
同一成分のジェネリック医薬品に切り替えられた場合、少なくとも    100 円以上安くなる可能性が

あります。ジェネリック医薬品とは、先発医薬品（新薬）の特許が切れた後に同一成分（同一効能・効果）を持つ

料金後納
安価な後発医薬品のことです。

医薬品○○○○○

医薬品○○○○○

医薬品○○○○○

医薬品○○○○○

医薬品○○○○○

医薬品○○○○○

医薬品○○○○○

医薬品○○○○○

医薬品○○○○○

医薬品○○○○○

医薬品○○○○○

医薬品○○○○○

医薬品○○○○○

医薬品○○○○○

      100

      100

      100

      100

      100

      100

      100

      100

      100

      100

      100

      100

      100

      100

100～

100～

100～

100～

100～

100～

100～

100～

100～

100～

100～

100～

100～

100～

住所○○○○○

氏名　テスト 様

      1,400 1,400～

※１　通知書発行時点で、同一成分のジェネリック医薬品に切り替えられた場合の自己負担軽減額をご紹介00279999-5070121-0000000

　　　しています。但し、ジェネリック医薬品は複数存在していますので、金額にも幅があります。
※２　表示されている医薬品は、ジェネリック医薬品が存在し、且つ対象疾患や削減効果などで絞り込みを

000-9999

　　　行っておりますので、服用中の全医薬品が表示されるものではありません。

住所○○○○○

※３　ジェネリック医薬品への変更方法

　　　該当のお薬を処方されている医師か調剤されている薬剤師に「ジェネリック医薬品への切り替えを希望○○○○○

　　　します。」とお伝え願います。また、お薬の内容（適応、効能や効果、副作用など）に関するお問い合わせ
○○○○○ 　　　についても、ご担当の医師・薬剤師にお問い合わせください。

　　　
　　※　「ジェネリック医薬品とは何か」といった一般的なご質問につきましては、
　　　　差額通知コールセンター：　☎0000-11-2222までお問い合わせください。0000-11-2222        

郵便
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受診者氏名：氏名　テスト様



表 C
表C

61903026　0407044-01

こ
こ
か
ら
て
い
ね
い
に
お
開
け
く
だ
さ
い
。※

濡
れ
て
い
る
場
合
は
十
分
に
乾
か
し
て
か
ら
開
い
て
く
だ
さ
い
。　



ジェネリック医薬品は
国の厳しい審査をクリア

ジェネリック医薬品の使用で、
薬にかかる個人負担が軽くなる

さまざまな病気・症状に対応

ジェネリック医薬品の使用で、
医療費を有効活用。

　ジェネリック医薬品（後発医薬品）は、新薬
（先発医薬品）の特許が切れた後に製造販売さ
れる、新薬と同一の有効成分を同一量含み、
同一の効能・効果（※）を持つ医薬品のことです。
　新薬と異なる添加剤が使用されることが
ありますが、有効性、安全性及び品質について
国が厳格な審査のうえ、製造販売の承認を
しているお薬です。
（※）新薬が効能追加を行っている場合など、異なる場合があります。

　高血圧や糖尿病のほか、さまざまな病気
や症状に対するお薬が揃い、カプセル・
錠剤・点眼剤など形態も多彩。
　新しい技術で、味や飲み易さ、使用感が
改良されたものもあります。
（※）すべてのお薬にジェネリック医薬品があるわけではありません。

　患者さんのお薬代を軽減することで、
日本全体の医療費を効率化することができ
ます。
　さらに、効率化できた医療費を有効活用
し、新しい医療技術や新薬に向けることが
可能となります。

　ジェネリック医薬品は、新薬と同じ有効成分
を使用し、開発費用が抑えられるので低価格。
　医療の質を落とさずに個人の負担を軽く
でき、家計をサポートします。
　複数のお薬の服用や長期服用が必要な
場合などは効果的です。

お知らせ内容がご覧になれます。
裏面の端からお開けいただくと「ジェネリック医薬品（後発医薬品）」のメリットや特徴もご紹介しております。

※濡れている場合は十分に
　乾かしてから開いてください。ここからていねいにお開けください。

裏C
裏 C 61903026　0407044-01



ジェネリック医薬品に関するお知らせ

〒重 要 親 展

処方実績 ジェネリック医薬品に
切り替えた場合に

削減できる自己負担額医薬品名称 自己負担相当額

合 計

料金別納
〒 000-9999

住所２５文字入り１１１１１１１１１１１１１１１１１

氏名　テスト 様

000-9999

住所２５文字入り１１１１１１１１１１１１１１１１１

○△×○△×00279999-5999999-0000001

00-1111-2222

令和９９年９９月に支払われた下記薬剤の自己負担相当額に関しまして、

同一成分のジェネリック医薬品に切り替えられた場合、少なくとも    999 円以上安くなる可能性が

あります。ジェネリック医薬品とは、先発医薬品（新薬）の特許が切れた後に同一成分（同一効能・効果）を持つ

安価な後発医薬品のことです。

医薬品名２０文字入り＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

医薬品名２０文字入り＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

医薬品名２０文字入り＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

医薬品名２０文字入り＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

医薬品名２０文字入り＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

医薬品名２５文字入り＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

医薬品名２５文字入り＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

医薬品名２５文字入り＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

医薬品名２５文字入り＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

医薬品名２５文字入り＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

医薬品名３０文字入り＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

医薬品名３０文字入り＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

医薬品名３０文字入り＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

医薬品名３０文字入り＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

医薬品名３０文字入り＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

医薬品名３５文字入り＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

医薬品名３５文字入り＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

医薬品名３５文字入り＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

医薬品名３５文字入り＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

医薬品名３５文字入り＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

    1,111

    1,111

    1,111

    1,111

    1,111

    1,111

    1,111

    1,111

    1,111

    1,111

    1,111

    1,111

    1,111

    1,111

    1,111

    1,111

    1,111

    1,111

    1,111

    1,111

999～

999～

999～

999～

999～

999～

999～

999～

999～

999～

999～

999～

999～

999～

999～

999～

999～

999～

999～

999～

9,999 999～

※１　お薬に掛かった金額のみ表示しております。実際の窓口支払金額には、技術料・管理料等の別費用が
含まれております。

※２　通知書発行時点で、同一成分のジェネリック医薬品に切り替えられた場合の自己負担軽減額をご紹介

しています。但し、ジェネリック医薬品は複数存在していますので、金額にも幅があります。

※３　表示されている医薬品は、ジェネリック医薬品が存在し、且つ対象疾患や削減効果などで絞り込みを

行っておりますので、服用中の全医薬品が表示されるものではありません。

※４　ジェネリック医薬品への変更方法

該当のお薬を処方されている医師か調剤されている薬剤師に「ジェネリック医薬品への切り替えを希望

します。」とお伝え願います。また、お薬の内容（適応、効能や効果、副作用など）に関するお問い合わせ

についても、ご担当の医師・薬剤師にお問合せ下さい。

郵便
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※濡れている場合は十分に乾かしてから開いてください。　ここからていねいにお開けください。
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郵便

様

支給予定額 円（変更となる場合があります。）

申請場所

診療分 整理番号

下記の診療分が高額療養費の該当になります。

受診者氏名 医療機関名等 入・外 日数

高額療養費支給申請のお知らせ

料金後納

〒000-9999

住所○○○○○

氏名　テスト

〒000-9999

○○○○○

○○○○○
000-111-2222        

01

#2

高額療養費の支給申請手続きについて

あなたの世帯の国民健康保険被保険者の医療費
（令和06年11月診療分）が高額療養費の支給対象
になると思われますので、申請手続きをされますよう
お知らせいたします。

      1,000

○○○○○

○　申請に必要なもの
1　このお知らせはがき
2　国民健康保険被保険者証
3　振込先金融機関の口座がわかるもの

    令和06年11月 5070100000

30

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

入

外

外

外

外

外

外

外

外

外

外

外

外

外

外

外

外

外

外

外

医療機関××

医療機関××

医療機関××

医療機関××

医療機関××

医療機関××

医療機関××

医療機関××

医療機関××

医療機関××

医療機関××

医療機関××

医療機関××

医療機関××

医療機関××

医療機関××

医療機関××

医療機関××

医療機関××

医療機関××

氏名　テスト

氏名　テスト

氏名　テスト

氏名　テスト

氏名　テスト

氏名　テスト

氏名　テスト

氏名　テスト

氏名　テスト

氏名　テスト

氏名　テスト

氏名　テスト

氏名　テスト

氏名　テスト

氏名　テスト

氏名　テスト

氏名　テスト

氏名　テスト

氏名　テスト

氏名　テスト



お使いの薬をジェネリック医薬品に変えてみませんか

04
13
52
7-
01
（
61
90
50
18
）



０１２０-５３-０００６
（開設時間　平日9:00～17:00）

●お薬に掛かった金額のみ表示
しています。実際の窓口支払金
額には、技術料・管理料等の別
費用が含まれています。

●この通知書発行時点で、同一成分
のジェネリック医薬品に切り替えられた場合の自己負担
軽減額をご紹介しています。但し、ジェネリック医薬品は
複数存在していますので、金額にも幅があります。

　

●該当のお薬を処方されている
医師か調剤されている薬剤師に、
ジェネリック医薬品への切り替え
をご相談ください。

●また、お薬の内容（適応、効能や
効果、副作用など）に関するお問い合わせについても、ご担当
の医師・薬剤師にお問い合わせください。
※一部の後発医薬品について、出荷調整を受けて、医療機関及び
薬局において必要な量の医薬品を入手することが困難になって
います。ジェネリック医薬品の在庫の有無についてはご担当の
医師・薬剤師にお問い合わせください。

郵

便

は

が

き

こ
こ
か
ら
開
け
て
く
だ
さ
い

ジェネリック医薬品は  こんなお薬です。
このジェネリック
差額通知は

ジェネリック
医薬品への
変更方法

お問合せ先　コールセンター

０１２０-５３-０００６
（開設時間　平日9:00～17:00）

ジェネリック医薬品って、
何ですか？

有効性、安全性及び品質につい
て国が厳格な審査のうえ、製造
販売の承諾をしています。

効能や安全性は？

ジェネリック医薬品で
薬代負担が軽くなる？

ジェネリック医薬品（後発医薬品）は
新薬（先発医薬品）の特許が切れた
後に製造販売される、新薬と同一の
有効成分を同一量含み、同等の効
能・効果（※）を持つ医薬品です。

※新薬が効能追加を行っている場合な
ど、異なる場合があります。

ジェネリック医薬品は、新薬と同じ有
効成分を使用し、開発費用が抑えら
れているので低価格。医療の質を落
とさずに個人の負担を軽くでき、家
計をサポートします。複数のお薬の
服用や長期服用が必要な場合などは
効果的です。※一部例外もあります。

お薬手帳を活用しましょう
お薬手帳はあなたのお薬の伝言板です

本人の希望により先発医薬品を使用
する場合、特別の料金が発生します。

医薬品名称に「（選）」と表示されている
場合、ジェネリック医薬品があるお薬で、
先発医薬品の処方を希望された場合の選
定療養として「特別の料金」を別途お支
払いされています。ジェネリック医薬品に
切り替えることで、「特別の料金」のお支
払いも不要となります。ここからゆっくりとはがしてください。

なお、ぬれている場合は乾いてからはがしてください。

04
13
52
7-
01
（
61
90
50
18
）



処方実績 ジェネリック医薬品に切り替えた
場合に削減できる自己負担額医薬品名称 自己負担相当額

重 要 親 展

合 計

〒

ジェネリック医薬品に関するお知らせ

令和○○年○○月に処方されたお薬を、
0 0 0 9 9 9 9

現在一般的に流通されているジェネリック医薬品に切り替えた場合、現在のお薬と同等の効能・効果で

お薬代が

料金後納

     111

医薬品名２０文字入り＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

医薬品名２０文字入り＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

医薬品名２０文字入り＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

医薬品名２０文字入り＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

医薬品名２０文字入り＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

医薬品名２０文字入り＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

医薬品名３２文字入り＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

医薬品名３２文字入り＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

医薬品名３２文字入り＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

医薬品名３２文字入り＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

医薬品名３２文字入り＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

医薬品名３２文字入り＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

医薬品名３２文字入り＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

医薬品名３２文字入り＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

    9,999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

999～

999～

999～

999～

999～

999～

999～

999～

999～

999～

999～

999～

999～

999～

住所２５文字入り＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

氏名　テスト 様

    999,999 999,999～

円程度　お安くなる可能性があります。

00279999-5999999-0000001

※ただし、条件によっては自己負担額が下がらない場合があります。※医薬品名称に（選）と表示がある

場合、先発医薬品を希望された場合の選定療養として「特別の料金」を別途お支払いされております。

530-8201
大阪府大阪市北区中之島１－３－２０

大阪市役所

大阪市福祉局
生活福祉部保険年金課
給付グループ

06-6208-7967

郵便
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